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　第 1回梅の里おごせスポーツフェスティバル」
を10月５日（日）に開催しました。このフェステ
ィバルは、従来は行政区対抗だった町民体育祭を
変更したものです。
　内容は、個人で参加できるニュースポーツや体
力測定等です。例えば、卓球、木製のピンを倒し
て得点を競うモルック、野菜をどれだけ取得でき
ているかを計るベジチェック、血管年齢の測定等々
多彩です。また、こどもは空気を入れた大きな建
物のような、ふわふわスライダーで歓声をあげな
がら夢中になって滑っていました。
　参加者は 555人でした。このフェスティバルが
町民の皆さまが、より身近にスポーツとして親し
んでいただくとともに、世代を超えた交流と親睦
の場としていただければ幸いです。

小学６年生の「修学旅行出発の集い」であいさつ

第75回敬老会開催
梅の里おごせ

スポーツフェスティバル開催

　９月25日・26日に越生小学校・梅園小学校の6年生が合同で修
学旅行に行ってきました。目的地は日光です。これに先立ち 25日
午前６時 40分から、出発の集いが越生小学校で行われましたので、
私も出席しました
　私は、修学旅行を十分楽しむと同時に、修学旅行は６年間の総決
算です。日光についてしっかり勉強してくるとともに、梅小と越小
の生徒が交流してきてくださいと挨拶しました。
　両校の生徒は交流をしっかりして、良い思い出になるすばらしい
修学旅行になったと思います。

　９月14日、第75回敬老会を開催しました。
　お年寄りの方は、まさに、戦中戦後の激動期を
生きぬかれ今日の社会を築かれました。敬老会は、
町内にお住いの 75歳以上のこのような皆さまを
敬い感謝をする催しです。なお越生町には100歳
以上の方が13名おられます。
　会場は空調のきいた中央公民館の視聴覚ホール
で、午前と午後の２回に分けて行い285人の皆さ
まが参加されました。
　アトラクションは、「工事屋現場さん」の落語で
笑い、よりレべルアップされた越生中学校吹奏楽
部の演奏に聞きほれるとともに、演奏をバックに
会場の皆さん一緒に歌いました。お楽しみ抽選会
では、町内の各会社・飲食店さまなどにご協力い
ただいた景品が当たると会場から喜びの声が上が
り、楽しい時間を過ごしていただきました。
　コロナ禍以降自宅から出て行事に参加されない
方が増えてきました。外出すれば気分も晴れ頭が
リフレッシュされます。敬老会に限らず、諸行事
に参加されますようにお願いいたします。

子育ての窓
病児・病後児保育利用料助成制度
生後６か月から小
学６年生までの児
童が病児・病後児
保育を利用した場
合の費用のうち１
日あたり２千円を上
限に助成します。
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修学旅行出発の集いであいさつ

町HP
敬老会であいさつ
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　地震や武力攻撃などの発生に備え、情報伝達
試験を行います。この試験は全国瞬時警報シス
テム（Ｊアラート）を用いた試験で同様の試験
が全国的に実施されます。
日　時　11月 12日（水）午前 11時頃
　　　　（予備日　12月３日（水））
内　容　町内 43 か所に設置している防災行政

無線の放送塔から次の内容を一斉放送
します。

放送内容　①（アラーム音）「これはＪアラートの
テストです。」×３回繰り返し

　　　　②「こちらは防災おごせです。」（アラ
ーム音）

あ総務課　地域支援・防災安全担当　
　う内線216

　この訓練は、緊急地震速報を聞いてから、慌
てずに身を守るなど適切な行動をとるための訓
練です。また、緊急地震速報等の緊急情報が防
災無線から適切に流れるかどうかを確認するた
めのものです。
　当日は緊急地震速報を確認したら、慌てずに
自分の身を守れるか、訓練で確かめましょう。
日　時　11月５日（水）午前 10時頃
内　容　町内 43 か所に設置している防災行政

無線の放送塔から次の内容を一斉放送
します。

放送内容　①「（上り４音チャイム）こちらは防災
おごせです。ただいまから訓練放送を
行います。」

　　　　②「（アラーム音）緊急地震速報。大地
震です。大地震です。これは訓練放送
です。」×３回繰り返し

　　　　③「こちらは防災おごせです。これで
訓練放送を終わります。（下り４音チャ
イム）」

あ総務課　地域支援・防災安全担当　
　う内線216

防災行政無線を用いた
情報伝達試験を行います

防災行政無線を用いた
緊急地震速報訓練を行います

社会保険料（国民年金保険料）控除証明書が送付されます
～年末調整・確定申告まで大切に保管を！～

　国民年金の保険料については、年末調整、確定申告の際に「社会保険料控除」の対象になります。
この「社会保険料控除」の適用を受けるには保険料を納めたことを証明する書類の添付が義務付けら
れています。
　そのため、「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が日本年金機構から送付されますので、年
末調整や確定申告の際にご利用ください。

10月下旬から11月上旬にかけて
送付される方

２月上旬に送付される方

１月１日から９月 30 日の間に国民年金保険料
を納めた方

10月１日から 12月 31 日の間に、その年初め
て国民年金保険料を納めた方

あ町民課　国保年金担当　う内線121

防災無線 が聞こえなかった…そんな時には

TEL 0800-800-8099（無料）

防災行政無線テレホンサービス
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